
国立大学法人小樽商科大学教員昇任人事規程に関する申合せ

（昭和５４年６月２７日制定）

１ 国立大学法人小樽商科大学教員昇任人事規程（以下「昇任人事規程」という。）第３条

中の無記名投票による選出については，出席者の過半数の賛成があったとき昇任候補者

とする。

２ 昇任人事規程第３条第２項の学科等の会議については，教授候補選出の場合は教授の

みの，又准教授候補選出の場合は准教授以上の構成員で審議するものとする。

３ 昇任人事規程第１１条第２項但し書きによる場合で，同数の得票のため結果が確定し

ないときは，当該侯補者について再投票を行う。

４ 昇任人事規程第１１条第２項但し書きの規定により過半数の賛成を得ながら昇任でき

なかった教授昇任候補者については、次年度の４月１日までに次に掲げる事実のいずれ

かが発生した場合に、学長は、次年度の４月１日付けで教授への昇任を認めることがで

きる。

ア 当該教授昇任候補者が所属する学科等において教授が退職（退職後再雇用される

場合も含む）したとき

イ 当該教授昇任候補者が所属する学科等から選出された学長又は理事（学長又は理

事に選出されたときに教授であった場合に限る。）が 63 才に達したとき

５ 前項による昇任は，当該昇任教授会の日以前にその者の所属する講座において発足し

た選考委員会が，任用予定者を教授として選考することをさまたげない。また学部教授

会及び教育研究評議会の審議を経て学長が当該任用予定者を教授として任用することを

決定した場合には，前項の昇任は行わないものとする。

６ 昇任人事規程第１１条により昇任を決定された者の氏名の報告は，学部教授会又は学

部・大学院合同教授会において行う。

附 則

この申合せは，平成８年１月１７日から施行する。

附 則

この申合せは，平成８年６月１２日から施行する。

附 則

この申合せは，平成１６年４月１日から施行する。

附 則

この申合せは，平成１６年１２月２２日から施行する。

附 則

この申合せは，平成１７年７月１３日から施行する。

附 則

この申合せは，平成１９年４月１日から施行する。

附 則



この申合せは，平成２４年１月１１日から施行する。

附 則

この申合せは，平成２７年４月１日から施行する。

附 則

この申合せは，平成２９年１１月８日から施行する。


